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その不審な訪問、実は強盗などの
「犯罪の下見」かもしれません

ｰこんな訪問に注意しましょうｰ
● 貴金属の保管場所を勝手に物色・撮影する買取業者

● 無断で家の周りの写真を撮影

● 営業や点検を名乗りながらスーツや作業着ではなく、普段着で訪問

✅ 不審な訪問はその場で１１０番通報

✅ インターホン・ドア越しで対応
（家の中に入れない。玄関先も要注意！）

住まいの防犯対策も！

怪しい訪問者には、こう対応！

● 「訪問販売」やアンケートなどと称して家族構成等を質問

そのほか、自宅周辺で不審者や不審車両を見か
けたら、すぐに１１０番通報をお願いします!

● センサーライトや防犯カメラの設置

● 二重ロック・防犯フィルムを活用

● 在宅時でも鍵かけ

● 現金の保管は金融機関を活用

✅ 家族構成など個人情報は絶対に教えない


